特別養護老人ホームとちの木荘における給食委託業務　プロポ―ザル実施要領
2025 年 11 月 21 日
栃木県済生会高齢者ケアセンター

１  目的
栃木県済生会高齢者ケアセンタ―は、特別養護老人ホームとちの木荘の2026年４月１日から給食業務を委託する事業候補者を次のとおり募集します。
なお、事業候補者の選定方法は、提供方法、管理体制などを評価項目に取り入れるため、プロポーザル方式とします。

２  委託の概要
（１ ）業務名   特別養護老人ホームとちの木荘における給食委託業務
（２）　業務内容  特別養護老人ホームとちの木荘の入居者及びショートステイとちの木荘の利用者等へ一定の味や品質、栄養素を確保したうえで、給食を提供する。また、それに付随した適正な献立作成、衛生管理、人員配置、会議への出席、調理、食材料の管理、清掃、書類の整備等を行う。（※詳細は仕様書参照）
（３）業務期間  2026 年４月１日～2027 年３月３１日まで（１年間）

３	実施形式
プロポーザル方式により選定する。

４　スケジュール
	①  公募及び資料配布期間
	2025 年 11 月21 日（金）～11 月 28 日（金）

	② 質問受付期間
	2025 年 12 月３ 日（水）まで

	③ 質問回答
	2025 年 12 月８ 日（月）まで

	④  参加申込書提出期限
	2025 年 12 月８ 日（月）

	⑤  企画提案書提出期限
	2025 年 12 月16 日（火）

	⑥  プロポーザル実施日（予定）
	2025 年 12 月 18 日（木）

	⑦ 審査結果通知
	2025 年 12 月 23 日（火）以降



５	参加資格
本プロポーザルに参加することができる者は、この告示日から審査の日までにおいて、以下の要件を全て満たす者とする。
（１）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。
（２）高齢者福祉施設における給食調理業務の1年間以上の受託実績があること。
（３）　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
（４）　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第１項第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。


６　質問の受付及び回答
本プロポーザルに関して質問がある場合は、以下の手順に従い質問書を提出すること。質問の回答は、参加申込書を配布した各事業者に回答する。
	① 質問受付期間
	2025 年 12月３ 日（水）まで

	② 回答日
	2025 年 12 月８ 日（月）まで

	③ 提出様式
	【様式１】質問書 

	④ 提出方法
	電子メールにより提出すること
電子メールアドレス：takano@tochisaikou.com

	⑤ 提出先
	栃木県済生会高齢者ケアセンタ―総務課



７	参加申込の手続き
プロポーザルへの参加を希望する事業者は、本要領の内容を理解したうえで、以下の書類を提出すること。
	①
	要領等配布
	2025 年 11 月21 日（金）～2025 年 11 月 28 日(金)まで

	②
	提出期限
	2025 年 12 月 ８ 日（月）

	③
	配布・提出時間
	上記期間中の９時から１６時（土・日曜日、祝日を除く）

	④
	提出書類
	
	【様式２】参加申込書
	１部

	⑤
	提出先
	〒321―2116	宇都宮市徳次郎町2479-1
栃木県済生会高齢者ケアセンタ―　総務課

	⑥
	提出方法
	持参、メール又は郵送（提出期限内必着に限る。）
電子メールアドレス：takano@tochisaikou.com





８	企画提案書等の提出手続き
プロポーザルへの参加申込をした事業者は、本要領の内容を理解したうえで、以下の書類を提出すること。
	①
	提出期限
	2025 年 12 月 16 日（火）

	②
	配布・提出時間
	上記期限までの９時から１６時（土・日曜日、祝日を除く）

	③
	提出書類
	アイ
	企画提案書（任意様式）
見積書（任意様式）
	各10部

	④
	提出先
	〒321―2116	宇都宮市徳次郎町2479-1
栃木県済生会高齢者ケアセンタ―　総務課

	⑤
	提出方法
	持参又は郵送（提出期限内必着に限る。）

	⑥
	費用負担
	申請に関して必要な経費は、全て申請者の負担とする。




９	企画提案書記載事項
（１）企画提案書に記載する事項は、次の事項を含むこととする。
	①  運営に関する考え方
	給食業務に関する運営方針、取組姿勢　等

	②  業務実施体制
	人員配置や業務運営体制

	
	人材確保・定着対策や従事者研修体制

	
	食材の仕入れ基準、管理　　等

	③  食事提案
	食事提供方法や食形態

	
	利用者に適した給食提供のための献立配慮　等

	④  衛生管理、危機管理等
	衛生管理体制と衛生管理マニュアル

	
	従事者の健康管理体制や感染症予防・発生時の対応　等

	
	非常時や緊急時の対応

	
	備蓄食の考え方

	
	過去3年以内の食品衛生法の営業停止処分の有無

	
	代行保証等の加盟の有無　等

	⑤  経営状況及び業務実績
	会社概要（経営状況）

	
	高齢者福祉施設での受託実績　等

	⑥  その他提案
	アピールできる独自提案

	⑦  提案金額
	別途見積書
・見積額は消費税を含まないこと
・管理費と食材費に分けること
・管理費は積算内訳を明示すること
· 食材費は、1食当たりの単価（食種別）を明示
すること
· その他、経費として見込まれる事項を記載する
こと



（２）企画提案書評価方法
・提案依頼項目は、「9　企画提案書記載事項」の通りとする。
・提案内容評価は、各提案依頼項目に対して優れた提案であるかどうかを評価する。配点は次のとおりとする。
・　評価に当たってはヒアリング調査を行う。ヒアリングは契約検討委員会が指定する日時・場所で実施する。
〈配点表〉（１００点）
	① 運営に関する
考え方
	給食業務に関する運営方針、取組姿勢　等
	１０点

	② 業務実施体制
	人員配置や業務運営体制
	２０点

	
	人材確保・定着対策や従事者研修体制
	

	
	食材の仕入れ基準、管理　　等
	

	③  食事提案
	食事提供方法や食形態
	２０点

	
	利用者に適した給食提供のための献立配慮　等
	

	④  衛生管理、
危機管理等
	衛生管理体制と衛生管理マニュアル
	１０点

	
	従事者の健康管理体制や感染症予防・発生時の対応　等
	

	
	非常時や緊急時の対応
	

	
	備蓄食の考え方
	

	
	過去3年以内の食品衛生法の営業停止処分の有無
	

	
	代行保証等の加盟の有無　等
	

	⑤ 経営状況及び
業務実績
	会社概要（経営状況）
	１０点

	
	高齢者福祉施設での受託実績　等
	

	⑥ その他提案
	アピールできる独自提案
	１０点

	⑦　価格
	別途見積書
	２０点







１０	受託候補者の選定
（１）契約検討委員会
受託候補者の選定は、「9（２）　企画提案書評価方法」に基づき、高齢者ケアセンタ―の契約検討委員会において行う。
（２） 選定方法
「9（２）　企画提案書評価方法」に基づき、合計点数が最も高い提案者を受託候補者とする。
（３）選定結果の通知
選定結果については、２０２５年１２月２３日（火）以降、速やかに電子メールにて通知する。


１１	提出書類の取り扱い
（１）　プロポーザル参加に要する一切の費用（企画提案書等作成費、交通費等）は、参加者負担とする。
（２）提出期限以降における企画提案書等の追加、差替又は再提出は受け付けない。
（３）提出された企画提案書等は返却しないものとする。

１２  契約の締結
選定された受託候補者は、提出書類に基づき、当法人と具体的な事業内容について協議するものとし、当法人と受託候補者との間で具体的事業内容及び契約金額について合意に達した場合に限り、受託契約を締結するものとする。
なお、受託候補者の辞退その他の理由により契約締結に至らなかった場合は、次点の者を受託候補者とする。

１３	その他
（１）参加申込書の提出後に辞退する場合は、書面【様式3】により届け出るものとする。
（２）　企画提案書を提出した後、当法人が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがある。

１４	問い合わせ先
〒321-2116	宇都宮市徳次郎町2479-1
栃木県済生会高齢者ケアセンタ―　総務課　髙野
　　 　   　特養とちの木荘　栄養相談担当　中川
 ＴＥＬ：０２８-６６６-８４２５（総務課）
　　　　　　　  ６６５-３２７６（栄養相談担当）
電子メールアドレス：takano @tochisaikou.com
2

